
は
、

日
本
経
済
の

発
展
の

た
め
に

は
女
工
の

犠
牲
も
や
む
を
え
な
い

と
い

う
資
本
の

論
理
が
秘
め
ら
れ
て
い

た
の

で

あ
っ

た
。

娼
妓
と
廃
娼
問
題

前
述
の

よ
う
に
、

明
治
に

な
っ

て

も
公
娼
制
度
は
存
続
さ
れ
て
い

た
。

そ
れ
は
地
方
財
政
上
で

も
大
き
な
位
置
を
占
め
る
よ

う
に

な
っ

て
い

た
。

一

八
八
七
（
明
治
二

十
）
年
度
に

お
い

て
、

県
が
貸
座
敷
・

娼
妓
・

引
手
茶
屋
に

課
し
た
賦
金
は
五
万

二

千
六
百
二

十
三
円
で
、

県
予
算
の

二

割
以
上
に

の

ぼ
っ

て
い

た
。

そ
の

使
わ
れ
か
た
を
み
る
と
、

黴
毒
病
院
費
一

万
四
千
三
百
六
十
七
円
、

警
察

探
偵
費
二
万
二

千
九
十
九
円
、

内
務
省
へ

の

納
入
金
一

万
五
千
七
百
八
十
七
円
な
ど
と
な
っ

て
い

る
（
色
川
大
吉
「
明
治
前
期
に

お
け
る
地
方
統
治
と
地

方
自
治
」『（
東
京
経
済
大
学
）
人
文
自
然
科
学
論
集
』5

五
）。

ま
た
、

一

八
九
六
（
明
治
二
十
九

）
年
段
階
で
、

遊
郭
の

あ
っ

た
場
所
と
娼
妓
数
は
つ

ぎ
の

お
り
で

あ
る
（『
神
奈
川
県
統
計
書
』）。

横
浜
市
永
楽
町

（
七
百
三
十
八
名
）、

同
市
真
金
町
（
五
百
四
十
二
名
）、

橘
樹
郡
神
奈
川
駅
（
二
百
七
十
四
名
）、

同
郡
保
土
ヶ

谷
町
（
二
十
二
名
）、

同
郡
川
崎
町
（
百
六
十

五
名
）、

三
浦
郡
横
須
賀
町
（
二
百
六
十
名
）、

同
郡
浦
賀
町
（
五
十
六
名
）、

同
郡
三
崎
町
（
五
十
五
名
）、

鎌
倉
郡
戸
塚
町
（
四
十
六
名
）、

同
郡
藤
沢
大

富
町
（
二
十
三
名
）、

高
座
郡
藤
沢
大
阪
町
（
五
十
二
名
）、
中
郡
平
塚
町
（
四
十
九
名
）、
同
郡
大
磯
町
（
二
十
九
名
）、
足
柄
下
郡
小
田
原
町
（
六
十
五
名
）、

津
久
井
郡
吉
野
駅
（
三
十
六
名
）、

計
十
五
か
所
に
二
千
四
百
十
二
名
が
い

た
。

遊
郭
の

あ
る
と
こ

ろ
に

は
倍
以
上
の

私
娼
が
い

る
と
い

わ
れ
、

彼
女

ら
を
含
め
れ
ば
五
千
人
以
上
が
苦
海
に

身
を
沈
め
て
い

た
と
い

え
る
。

そ
の

娼
妓
た
ち
に

救
い

の

手
を
さ
し
の
べ

た
の

は
、

主
と
し
て

キ
リ
ス

ト
教
の

人
道
主
義
者
た
ち
で

あ
っ

た
。

一

八
八
二
（
明
治
十
五

）
年
五
月
、

群
馬
県
会
は
六
か
年
の

猶
予
期
間
を
お
い

て

県
下
の

公
娼
を
全
廃
す
る
こ

と
を
決
議
し
た
。

そ
し
て
、

遊
郭
側
の

数
多
く
の

妨
害
を
は
ね
の

け
て
、

一

八
九
一

年
九
月
か
ら
実
施
し
た
。

神
奈
川
県
で

も
、

か

な
り
お

く
れ
た
が
、

一

八
九
〇
（
明
治
二

十
三

）
年
十
一

月
の

県
会
で

廃
娼
が
決
議
さ
れ

た
。

横
浜
青
年
会
が
県
会
議
長
に

出
し
た
「
公
娼
全
廃
請
願
書
」
が
、

か
つ

て

自
由
民
権
運
動
に

参
加
し
、

い

ま
は
ク

リ
ス

チ
ャ

ン

と
し
て

知
ら
れ

る
宮
田
寅
治
議
員
ら
に
よ
っ

て

と
り
あ
げ
ら
れ
、

四
十
九
名
中
三
十
名
の

多
数
で

採
択
さ
れ
た
の

で

あ
っ

た
。

県
会
で

は
こ

の

採
択
を
受
け
、

廃
娼
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建
議
が
議
決
さ
れ
、

五
年
後
に

廃
娼
を
実
施
す
る
こ

と

に

し

て
、

そ
の

方
法
手
段
に
つ

い

て

は
さ
ら
に

委
員
に
よ
っ

て

調
査
す
る
こ

と
を
決
め
た

（『
毎
日

新
聞

』
明
治
二
十
三
年
十
一

月
二
十
二
日
付
）。
廃
娼
運
動
は
、

こ

れ
よ
り
先
き
一

八
八
六
（
明
治
十
九

）
年
、

「
世
界
基
督
教
婦
人
禁
酒
会
」
の

書

記
レ

ビ
ッ

ト
夫
人
の

日
本
遊
説
を
契
機
と
し
て

設
立
さ
れ
た
東
京
婦
人
矯
風
会
に
よ
っ

て

進
め
ら
れ
て

お

り
、

神
奈
川
県
に

も
そ
の

波
は
伝
わ
っ

て

き
て
い

た
の

で

あ
る
。

横
浜
青
年
会
の

請
願
以
前
に

も
、

西
多
摩
郡
の

青
年
に
よ
り
、

百
十
三
名
の

署
名
を
添
え
た
「
廃
娼
建
白
書
」
が
県
に

提
出

さ
れ
て
い

る
（『（
東
京
）
婦
人
矯
風
雑
誌
』
第
二
三
号
、

一

八
九
〇
年
三
月

）。

し
か
し
、

県
会
の

廃
娼
建
議
は
貸
座
敷
営
業
者
ら
の

激
し
い

阻
止
運
動
の

結
果
、

実
施
に

移
さ
れ
な
か
っ

た
（
な
お

宮
田
寅
治
に
つ

い

て

は
、

大
畑
哲
「
宮
田
寅
治
と
廃
娼
運
動
」『
い

し
ず
え
』
七
号
参
照
）。

自
由
廃
業
運
動

こ

う
し
て

廃
娼
県
の

望
み
は
絶
た
れ
た
が
、

一

九
〇
〇
（
明
治
三
十
三

）
年
二
月
、

大
審
院
法
廷
が
あ
る
事
件
に

関
し
、

娼
妓
が

楼
主
に

た
い

し
て
一

定
年
限
、

一

定
の

場
所
（
貸
座
敷
と
い

う
名
の

妓
楼
）
に

お
い

て

娼
妓
を
営
む
旨
の

契
約
を
し
た
と
し
て

も
、

身
体
を
拘
束
す
る
こ

と
は
公
の

秩
序
に
反
す
る
の

で
、

無
効
で

あ
る
、

と
の

新
判
断
を
下
し
た
こ

と
は
、

廃
娼
運
動
に

新
し
い

局
面
を
展
開
さ
せ
る

こ

と
に

な
っ

た
。

娼
妓
は
そ
れ
ま
で

貸
座
敷
営
業
者
と
の

間
に
、

前
借
金
の

弁
償
の

た
め
に
、

さ
き
の

よ
う
な
文
言
の

は
い

っ

た
契
約
書
を
と
り
か

わ
し
て
い

た
。

そ
し
て

廃
業
届
を
警
察
に

提
出
す
る
際
に

は
、

そ
の

契
約
が
満
了
し
た
こ

と
を
示
す
貸
座
敷
営
業
者
ら
の

連
印
を
必
要
と
し
た
。

だ

が
、

こ

の

判
決
に
よ
っ

て
、

娼
妓
は
彼
ら
の

連
印
が
な
く
と
も
廃
業
届
を
提
出
し
、

自
由
に

廃
業
で

き
る
こ

と
に

な
っ

た
。

こ

の

判
決
を
き
っ

か

け
と
し
て
、

名
古
屋
の

米
人
宣
教
師
モ

ル

フ

ィ
、

山
室
軍
平
ら
救
世
軍
の

自
由
廃
業
運
動
が
展
開
す
る
。

救
世
軍
は
自
由
廃

業
し
た
人
の

更
生
の

た
め
に
、

婦
人
ホ

ー
ム

と
い

う
施
設
を
つ

く
っ

た
。

一

九
〇

〇（
明
治
三
十
三

）
年
八
月
、

神
奈
川
県
の

川
崎
遊
郭
か
ら
も
二

人
の

娼
妓
が
婦
人

ホ
ー
ム

に

駆
け
込
ん
で
い

る
（
伊
藤
秀
吉
『
日
本
廃
娼
運
動
史
』
一

九
三
一

年
七

月
、

廓
清
会
婦
人
矯
風
会
廃
娼
同
盟
）。

『毎日新聞』の広告
　明治23年1月16日付
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こ

の

事
態
に
、

あ
わ
て
て

政
府
は
同
年
十
月
、

娼
妓
取
締
規
則
を
制
定
し
、

自
由
廃
業
を
公
認
し
た
が
、

一

方
で
、

廃
業
届
は
必
ず
本
人
が
警
察

署
に

出
頭
し
て

提
出
す
べ

き
も
の

と
し
た
。

そ
れ
は
、

娼
妓
の

出
頭
が
楼
主
に
よ
っ

て

物
理
的
に

阻
止
さ
れ
や
す
い

状
況
を
知
っ

て
の

措
置
で

あ

り
、

出
頭
し
た
娼
妓
に

た
い

す
る
警
察
の

種
々

の

妨
害
の

余
地
を
残
そ
う
と
し
た
も
の

で

あ
っ

た
。

一

九
〇
二
（
明
治
三
十
五

）
年
八
月
、

救
世
軍
横
浜
小
隊
は
、

横
浜
の

永
楽
町
・

真
金
町
の

遊
郭
に

大
挙
し
て

乗
り
こ

み
、

自
由
廃
業
の

伝
道
を

お
こ

な
っ

た
。

以
来
、

両
所
で

は
廃
業
を
申
請
す
る
も
の

が
多
く
な
っ

た
。

と
こ

ろ
が
、

九
月
三
日
の

伝
道
を
機
会
に

廃
業
を
決
意
し
、

自
ら
寿
町

警
察
署
に

出
頭
し
て

届
を
出
し
た
二
人
の

娼
妓
に

対
し
、

同
署
は
親
権
者
の

意
志
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
と
し
て

帰
楼
を
命
じ
た
（『
横
浜
新
報
』

明
治
三
十
五
年
九
月
五
日
付
）。
娼
妓
取
締
規
則
に

親
権
者
の

意
志
確
認
を
要
す
る
と
の

規
程
は
な
く
、

明
ら
か
な
警
察
の

妨
害
行
為
で

あ
っ

た
。

一

時
期
燃
え
あ
が
っ

た
自
由
廃
業
運
動
も
下
火
と
な
る
の

は
早
か
っ

た
。

そ
れ
は
右
の

警
察
・

楼
主
の

妨
害
だ
け
に
よ
る
の
で

は
な
い
。

娼
妓
を

廃
業
し
て

も
女
性
が
自
活
す
る
こ

と
の

困
難
さ
が
あ
り
、

家
族
制
度
の

も
と
で

娘
を
売
る
親
が
お
り
、

そ
れ
が
許
さ
れ
る
風
潮
が
あ
る
こ

と
こ

そ
、

娼
妓
が
再
生
産
さ
れ
て

ゆ
く
源
で

あ
っ

た
。

廃
娼
運
動
は
以
後
、

よ
り
大
き
な
組
織
を
つ

く
り
、

ね
ば
り
強
い

運
動
を
進
め
て

ゆ
く
。

こ

う
し
た
な

か
に

あ
っ

て
、

『
横
浜
毎
日
新
聞
』
入
社
以
来
神
奈
川
と
深
い

関
係
を
も
つ

島
田
三
郎
は
、

一

貫
し
て
こ

の

運
動
に
と

り
く
ん
で

お
り
、

一

九
一

一

年
五
月
創
立
の「
廓
清
会
」の
初
代
会
長
に

選
ば
れ
て
い

る
。

三
　
女
性
の

社
会
活
動

日
清
戦
争
と

婦

人

団

体

日
清
戦
争
が
起
こ
っ

た
と
き
、

横
浜
で

は
横
浜
婦
人
恤
兵
会
が
結
成
さ
れ
、

兵
士
へ

の

慰
問
品
募
集
や
出
征
家
族
へ

の

援
助
金
を

集
め
る
活
動
が
お
こ

な
わ
れ
た
（『
毎
日
新
聞

』
明
治
二
十
七
年
九
月
十
四
日
付
）。
同
会
は
男
性
に
よ
り
つ

く
ら
れ
た
横
浜
恤
兵
会
の
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姉
妹
会
で

あ
り
、

主
唱
者
は
大
谷
嘉
兵
衛
・

原
善
三
郎
ら
実
業
家
の

婦
人
た

ち
で

あ
っ

た
。

結
成
し
て

か
ら
一

か
月
ほ
ど
の

間
に
、

同
会
は
千
六

百
八
十
九
円
を
集
め
て
い

る
。

小
口
は
十
銭
、

大
口
は
五
円
、

十
円
以
上
の

も
の

も
あ
っ

た
が
、

だ
い

た
い

は
一

口
五
十
銭
か
ら
二

円
で

あ
っ

た

（『
毎
日

新
聞
』
明
治
二
十
七

年
十
月
七
日
付
）。

上
流
階
級
の

婦
人
た
ち
を
中
心
と

し

た
活
動
で

あ
っ

た
こ

と
は
、

主
唱
者
や
一

件
当
た
り
の

募
金
額

の

大
き
い

の

を
み
て

も
知
ら
れ
よ
う
。

『
毎
日
新
聞
』
は
、

一

八
九
五
（
明
治
二

十
八

）
年
三
月
三
十
日

か
ら
四
回
に

わ
た
っ

て
、

東
根
の

筆
名
が
あ
る
「
戦
後
の

社
会
問
題
」
と
い

う

論
説
を
掲
げ
て
い

る
。

そ
の

な
か
で
、

女
性
の

手
に
よ
り
、

戦
死
者
の

家
族
に

た
い

し
、

「
妻
人
の

生
計
上
の

道
を
周
旋
し
子
女
の

教
育
に

与
か

る

等
」
の

事
業
を
起
こ

す
べ

き
だ
と
主
張
し
た
。

女
性
の

手
に
よ
り
、

と
い

う
の

は
、

「
婦
人
に

関
す
る
方
法
は
婦
人
の

手
に

よ

り
て

計
画
さ
る
ゝ

を

便
と
す
」
る
か
ら
で

あ
っ

た
。

だ
が
、

そ
の

た
め
に

は
、

日
本
の

習
俗
と
し
て

財
貨
が
家
長
の

権
限
に

属
し
、

主
婦
が
そ
れ
を
自
由
に

使
え
な
い

状

態
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ

で

東
根
は
、

こ

の

種
の

活
動
、

費
用
支
出
に

対
し
て
、

家
長
が
ま
ず
す
す
ん
で

承
認
を
与
え
る
気
風
を
興

す
よ
う
に

勧
告
し
た
。

愛
国
婦
人
会
神

奈

川
県

支
部

こ

の

論
は
、

一

九
〇
一

（
明
治
三
十
四

）
年
二
月
、

奥
村
五
百
子
に

よ
る
愛
国
婦
人
会
の

結
成
と
な
っ

て

現
実
化
し

た
。

同
会

は
、

戦
死
者
お
よ
び
準
戦
死
者
の

遺
族
と

重

病
痍
軍
人
の

救
護
を
目
的
に

結
成
さ
れ
た
。

愛
国
婦
人
会
は
東
京
に

本
部
を
、

各
県
に

支
部
を
置
い

た
が
、

神
奈
川
県
で

も
一

九
〇
三
（
明
治
三
十
六
）
年
十
一

月
、

川
崎
の

大
師
河
原
村
の

平
間
寺
で

支
部
発
会
式
兼
第
一

回
総

会
を
開
催
し
た
。

本
部
か
ら
は
、

閑
院
宮
載
仁
親
王
妃
智
恵
子
総
裁
や
岩
倉
久
子
会
長
ら
が
出
席
し
た
。

神
奈
川
県
支
部
長
兼
幹
事
長
は
県
知
事
夫

人
の

周
布
貞
子
、

副
幹
事
は
谷
口

み
な
子
、

幹
事
は
石
川
た
ま
子
・

渡
辺
た
ま
・

磯
田
久
乃
子
・

福
井
く
に
・

尾
崎
も
と
子
・

浅
岡
た
ま
子
ら
で
、

県
知
事
が
顧
問
と
な
っ

て
い

た
。

一

九
〇
三
（
明
治
三
十
六

）
年
八
月
段
階
で

は
、

県
内
の

会
員
数
は

特
別
会
員
六
百
四
十
名
、

通
常
会
員
二

千
四

百
名
、

計
三
千
四
十
名
で

あ
っ

た
（『
愛
国
婦
人
』
第
四
一

・

四
二
号
、

一

九
〇
三
年
十
一

月
十
、

二
十
五
日

）。
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愛
国
婦
人
会
は
、

顧
問
と
な
っ

た
近
衛
篤
磨
を
は
じ
め
と
す
る
貴
族
院
議
員
ら
の

後
援
を
得
、

そ
の

夫
人
た
ち
を
多
く
の

評
議
員
の

職
に
つ

け
て

い

た
が
、

県
支
部
の

設
置
に
つ

い

て

も
、

内
務
大
臣
の

後
援
の

も
と
に

地
方
長
官
会
議
を
通
じ
、

官
庁
に
よ
る
会
員
勧
誘
を
進
め
て
い

た
。

神
奈
川

県
知
事
周
布
公
平
は
、

一

九
〇
三
（
明
治
三
十
六

）
年
一

月
、

十
月
の

郡
長
会
議
で
、

会
員
勧
誘
を
指
示
し
て
い

る
（
同
前
、

第
四
十
号
、

一

九
〇
三
年

十
月
二
十
五
日

）。
こ

う
し
て
、

そ
の

会
員
は
役
人
や
実
業
家
、

資
産
家
な
ど
の

夫
人
を
中
心
に

上
か
ら
組
織
さ
れ
て
い

っ

た
。

日
露
戦
争
が
始
ま
る
と
、

愛
国
婦
人
会
の

会
員
数
は
飛
躍
的
に

増
加
し
、

一

九
〇
四
（
明
治
三
十
七

）
年
四
月
に

は
十
三
万
人
余
、

一

九
〇
五
（
明

治
三
十
八

）
年
七
月
に
は
二
十
五
万
人
余
、

一

九
〇
六
年
に
は
四
十
六
万
人
を
超
え
る
に
い

た
っ

た
。

同
時
期
の

神
奈
川
県
内
の

会
員
数
は
、

そ
れ
ぞ

れ
三
千
六
百
七
十
四
人
、

一

万
七
十
四
人
、

一

万
千
二
百
九
十
六
人
と
発
表
さ
れ
、

県
内
女
性
総
数
の

二
㌫
強
に

あ
た
っ

て
い

た
（
同
前
、

第
五
五
・

八
五
・

九
九
号
、

一

九
〇
四
年
六
月
十
日
・

一

九
〇
五
年
九
月
二
十
日
・

一

九
〇
六
年
三
月
五
日

）。

神
奈
川
県
支
部
は
一

九
〇
五
（
明
治
三
十
八

）
年
七
月
、

西
南
戦
争
以
降
前
年
末
ま
で

の

軍
人
遺
族
百
六
十
七
人
に

た
い

し
て

九
百
六
十
二
円
を
贈
っ

て
い

る
（『
貿
易
新
報
』
明
治
三
十
八
年
七
月
十
六
日
付
）。

県
内
の

愛
国
婦
人
会
の

活
動
に
つ

い

て

は
、

こ

れ
ま
で

の

と
こ

ろ
、

そ
の

詳
細
が
明
ら
か
で

な
い
。

同
会
本
部
の

機
関
誌
『
愛
国
婦
人
』
に
は
各

地
支
部
に

お
け
る
運
動
の

様
子
が
か
な
り
報
道
さ
れ
て
い

る
が
、

一

万
人
以
上
の

会
員
を
よ
う
し
た
神
奈
川
県
に

つ

い

て
の

そ
れ
は
皆
無
に

近
い
。

と
す
れ
ば
、

そ
の

活
動
は
微
々

た
る
も
の

で

あ
っ

た
の

だ
ろ
う
か
。

こ

の

点
に

つ

い

て
、

あ
る
新
聞
は
つ

ぎ
の

よ
う
な
示
唆
的
記
事
を
載
せ
て
い

る
。

「
会
員
の

多
く
は
一

方
に

奨
兵
義
会
婦
人
部
委
員
と
し
て

市
内
に

於
け
る
出
征
軍
人
家
族
の

救
護
に

直
接
従
事
す
る
を
以
て

愛
国
婦
人
会
員
と

し
て
の

活
動
は
外
面
に
は
現
わ
れ
ず
」（『
貿
易
新
報
』
明
治
三
十
八
年
一

月
三
日

付
）。
こ

れ
は
横
浜
市
内
の

事
情
を
伝
え
た
も
の

で

は
あ
る
が
、

愛
国

婦
人
会
は
そ
も
そ
も
戦
死
者
遺
族
ら
の

救
護
を
中
心
目
的
と
し
、

戦
争
中
の

出
征
兵
士
の

家
族
に

た
い

す
る
救
護
活
動
は
、

こ

の

こ

ろ
お
こ

な
っ

て

い

な
か
っ

た
。

だ
が
、

後
者
の

活
動
こ

そ
戦
時
下
に
は
必
要
な
も
の
で

あ
っ

た
。

こ

の

活
動
で

世
の

注
目
を
あ
び
た
の

が
、

横
浜
奨
兵
義
会
婦
人
部

で

あ
る
。
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横
浜
奨
兵
義
会

婦
人
部
の

活
躍

横
浜
奨
兵
義
会
に

婦
人
部
が
結
成
さ
れ
た
の

は
、

日
露
戦
争
開
始
直
後
の
一

九
〇
四
（
明
治
三
十
七

）
年
二

月
で

あ
っ

た
。

同
部

は
愛
国
婦
人
会
の

会
員
や
赤
十
字
社
・

篤
志
看
護
婦
人
会
横
浜
支
部
に

参
加
し
て
い

る
女
性
を
中
心
に
一

万
五
千
人
余
を
組
織

し
、

市
内
を
五
区
に

分
け
て
一

区
四
十
名
余
の

委
員
を
置
き
、

出
征
軍
人
家
族
の

慰
問
を
中
心
に
、

傷
病
兵
の

送
迎
、

恤
兵
品
の

募
集
、

募
金
（
会

費

）
の

徴
集
、

戦
死
者
の

会
葬
な
ど
の

活
動
を
お
こ

な
っ

た
。

委
員
長
は
愛
国
婦
人
会
県
支
部
幹
事
で

も
あ
る
渡
辺
た
ま
で

あ
っ

た
（『
貿
易
新
報
』明

治
三
十
八
年
一

月
三
日
付
）。

渡
辺
た
ま
の

夫
は
実
業
家
・

政
治
家
と
し
て

知
ら
れ
た
渡
辺
福
三
郎
で

あ
る
（
渡
辺
た
ま
に
つ

い

て

は
、

横
浜
市
中
区
役
所

福
祉
部
市
民
課
編
・

刊
『
横
浜
の

お
ん
な
た
ち

』
参
照
）。

活
動
を
担
っ

た
二
百
余
名
の

委
員
の

多
く
も
上
層
の

階
層
に

属
す
る
人
た
ち
で

あ
っ

た
と
思
わ

れ
る
。

戦
争
は
も
と
よ
り
多
く
の

犠
牲
を
国
民
に

強
い

た
。

一

家
の

働
き
手
を
徴
兵
さ
れ
、

残
さ
れ
た
家
族
の

生
計
は
ど
う
な
る
の

だ
ろ
う
か
。

出
征
者

に

三
か
月
分
の

給
料
を
前
払
い

し
、

以
後
毎
月
半
額
を
支
給
し
た
銀
行
も
あ
っ

た
（『
横
浜
貿
易
新
聞

』
明
治
三
十
七
年
三
月
十
九
日
付
）。
だ
が
、

社
会

的
生
活
保
障
の

制
度
に

み
る
べ

き
も
の

が
な
く
、

そ
の

日
暮
ら
し
の

職
工
・

雑
業
者
が

多
い

な
か
で
、

生
活
の

困
難
に

は
大
変
な
も
の

が
あ
っ

た
。

出
征
軍
人
家
族
の

慰
問
は

毎
月
五
日
、

二
十
日
に

お
こ

な
わ
れ
た
（『
貿
易
新
報
』
明
治
三
十
七
年
八
月
二

十
日
付
）。

原
則
と
し
て

木
綿
服
を
着
用
し
て

訪
れ
、

単
な
る
激
励
だ
け
で

な
く
、

嫁
姑
問
題
、

子

供
の

教
育
問
題
、

生
計
問
題
に

つ

い

て
の

相
談
を
受
け
た
。

そ
し
て

市
内
で
五
百
七
十

余
の

家
族
が

奨
兵
義
会
か
ら
の

扶
助
金
を
受
け
た
。

そ
の

金
額
は
毎
月
千
三
百
円
余
で

あ
っ

た
。

し
か
し
、

戦
争
の

長
期
化
を
考
え
る
と
、

会
費
や
募
金
だ
け
で
そ
れ
を
ま
か

な
う
こ

と
は
で

き
な
い
。

そ
こ

で

奨
兵
義
会
は
一

九
〇
四
年
九
月
に

授
産
部
を
設
け
た
。

日露戦争に出征し戦死した家　
『貿易新報』明治37年1月3日
付お父さん万歳さし絵から
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授
産
部
は
、

裁
縫
部
（
百
二
十
人
、

軍
人
用
シ
ャ

ツ
・

ズ
ボ
ン

下
の

製
造
）、

陶
画
部
（
男
女
児
童
十
七
人
、

皿
・

猪
口
の

画
付
）、

竹
行
李
部
（
男
女
二
十
二

人
）
の

三
つ

か
ら
成
っ

た
。

あ
わ
せ
て
、

働
く
母
の

た
め
に

幼
児
保
育
場
も
設
置
さ
れ
、

五
人
の

保
母
の

も
と
に
五
十
〜
八
十
人
の

幼
児
が
保
育
さ

れ
た（
同
前
、

一

九
〇
五
年
八
月
一

、

八
日

）。

「
軍
国
の

女
」家

庭
か
ら
の

解
放

こ

の
よ
う
な
横
浜
奨
兵
義
会
婦
人
部
の

活
動
は
、

ま
こ

と
に

新
し
い

空
気
を
み
な
ぎ
ら
せ
、

新
聞
は
そ
の

活
動
を
大
々

的
に

と

り
あ
げ
た
。

一

九
〇
四
年
九
月
初
め
か
ら
『
貿
易
新
報
』
は
「
軍
国
婦
人
談
片
」
欄
を
設
け
、

婦
人
部
委
員
五
十
二
名
の

談
話

と
顔
写
真
を
順
次
掲
載
し
た
。

ま
た
、

「
一

筆
啓
上
（
御
婦
人
方
へ

）」
と
題
す
る
小
欄
で
、

家
庭
教
育
や
育
児
・

服
装
・

嫁
姑
問
題
の

記
事
・

短
評
が

載
る
の

も
、

こ

の

こ

ろ
で

あ
っ

た
。

そ
れ
ま
で

新
聞
に

載
る
女
性
の
こ

と
は
、

痴
話
、

犯
罪
、

花
柳
界
情
報
な
ど
だ
け
で

あ
っ

た
か
ら
、

大
き
な
変

化
で

あ
っ

た
。

婦
人
部
委
員
の

田
沼
ナ
ル

子
は
、

自
分
た
ち
の

活
動
に
つ

い

て
、

「
此
度
の

戦
争
は
日
清
戦
争
に

比
べ

ま
す
と
戦
争
も
違
い

ま
す
が
時
代
も
亦
大

層
違
っ

て

参
り
ま
し
た
あ
の

時
分
に
は
何
事
も
只
々

男
子
で

な
く
て

は
な
ら
ぬ

様
で

婦
人
は
只
家
に

居
て

夫
々

極
ま
っ

た
仕
事
を
し
て

自
分
の

手
で

出
来
得
る
丈
の

靴
下
と
か
手
甲
と
か
を
拵
へ

て

送
り
ま
し
た
位
で

ご
ざ
い

ま
し
た
が
今
度
は
そ
れ
か
ら
見
ま
す
と
一

歩
進
ん
で

婦
人
部
な
ど
云
ふ

も

の

が
出
来
ま
し
て

出
征
軍
人
の

家
族
慰
問
な
ど
に

奔
走
す
る
様
に

な
り
ま
し
た
の

は
誠
に

結
構
な
事
で

ご
ざ
い

ま
す
」（『
貿
易
新
報
』
明
治
三
十
七
年

九
月
十
三
日
付
）
と
、

そ
の

感
想
を
語
っ

て
い

る
。

こ

の

戦
争
が
始
ま
っ

た
と
き
、

『
横
浜
貿
易
新
聞
』
の

女
記
者
は
「
軍
国
の

婦
女
」
と
い

う
一

論
説
を
載
せ
、

「
女
も
同
じ
く
人
間
な
り
」、
「
我
等

も
同
じ
く
日
本
国
民
な
り
」、

兵
士
が
戦
場
に

赴
く
と
同
じ
く
、

女
が
独
り
で

も
家
を
守
り
子
供
を
育
て

る
こ

と
は
国
民
の

義
務
だ
と
思
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、

と
述
べ

た
（『
横
浜
貿
易
新
聞
』
明
治
三
十
七
年
二
月
十
九
日
付
）。

ま
た
『
愛
国
婦
人
』
は
、

「
愛
国
婦
人
会
の

効
果
」
と

し
て
、

「
婦
人

間
の

平
等
主
義
」
の

実
現
・

国
家
社
会
へ

の

貢
献
・

か
か
わ
り
の

実
現
な
ど
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
強
調
し
た
（『
横
浜
貿
易
新
聞
』
社
説
、

明
治
三
十
七

©神奈川県立公文書館



年
九
月
二
十
日
）。

た
し
か
に
、

愛
国
婦
人
会
や
横
浜
奨
兵
義
会
婦
人
部
の

活
動
の

な
か
に

は
、

家
庭
に

〓
り
つ

け
ら
れ
て

き
た
女
性

―
妻
や
母
で

あ
る
家
庭
女
性

が
、

そ
の

社
会
的
生
活
の

領
域
を
広
げ
、

社
会
的
地
位
を
向
上
さ
せ
て
い

く
姿
を
み
る
こ

と
が
で

き
る
。

極
言
す
れ
ば
、

家
庭
か
ら
の

解
放
と
す
ら

い

え
る
。

し
か
し
、

そ
れ
は
国
家
に

従
属
し
た
も
の

で

あ
り
、

「
軍
国
の

女
」
と
し
て

の

方
向

で

は
な
か
っ

た
か
。

自
我
愛
の
ほ
と
ば
し
り

明
治
も
末
期
に

な
る
と
、

女
性
の

社
会
生
活
は
広
が
り
を
も
ち
、

教
育
に
、

職
業
に
、

軍
事
後
援
な
ど
の

社
会
活
動
に

深
く
か
か
わ

る
女
性
の

姿
が
み
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ

た
。

そ
れ
は
ま
た
、

女
性
の

精
神
的
営
み
を
も
徐
々

に

変
化
を
さ
せ
、

強
烈
な
自
我
愛
の

ほ
と
ば
し
り
と
な
っ

て

表
出
す
る
。

橘
樹
郡
旭
村
上
末
吉
の

資
産
家
清
水
正
義
の

娘
タ
ケ
（
十
五
歳
）
は
、

同
じ
部
落
の

建
具
職

権
田
三
右
衛
門
（
二
十
一

歳
）
と
深
く
愛
し
あ
う
仲
で

あ
っ

た
。

し
か
し
、

タ
ケ
の

親
は
資
産

が
「
提
灯
と
釣
鐘
」
だ
か
ら
と
し
て

結
婚
に

強
く
反
対
し
た
。

つ

い

に

二
人
は
一

九
〇
八
（
明

治
四
十
一

）
年
の

夏
の

夜
、

駈
け
落
ち
し
た
。

諸
方
を
遊
び
ま
わ
っ

た
の

ち
、

二
人
は
大
師
河

原
村
の

タ
ケ
の

親
戚
を
訪
れ
た
。

そ
れ
は
直
ち
に

親
元
へ

通
報
さ
れ
る
と
こ

ろ
と
な
っ

た
が
、

タ
ケ
は
「
三
右
衛
門
と
夫
婦
に

し
て

呉
れ
ぬ

内
は
帰
家
は
愚
か
多
摩
川
に

身
を
投
げ
て

死
ん
で

仕
舞
ふ

」
と
い

っ

て

譲
ら
な
か
っ

た
。

そ
し
て

仲
裁
に

は
い

っ

た
川
崎
警
察
署
の

説
諭
で
、

親

は
結
婚
を
認
め
た
（『
横
浜
貿
易
新
報
』
明
治
四
十
一

年
九
月
二
日
付
）。

分
別
の

ま
だ
よ
く
つ

か
ぬ

『横浜貿易新聞』に載った軍国の婦女の記事　 明治37年2月19日付
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十
五
歳
の

女
子
の

出
来
事
と
は
い

え
、

資
産
や
家
柄
格
式
に

と
ら
わ
れ
ず
に

生
き
よ
う
と
す
る
時
代
を
象
徴
し
て
い

た
と
い

え
る
で

あ
ろ
う
。

そ
の

二
年
ほ
ど
前
、

東
京
の

跡
見
女
学
校
に

通
い

な
が
ら
『
明
星
』
の
ロ

マ

ン

チ
シ

ズ

ム

と
自
我
尊
重
の

精
神
に

浸
り
、

「
た
だ
ふ
た
り
た
だ
ひ

と
時
を
た
だ
黙
し
む
か
ひ
て

あ
り
て

燃
え
か

死
ぬ
ら
む
」（『
明
星

』
第
七
号
、

一

九
〇
六
〈
明
治
三
十
九

〉
年
七
月
一

日

）
と

詠
ん
だ
一

人
の

女
性
が
い

た
。

署
名
は
大
貫
可
能
子
と
あ
っ

た
。

彼
女
は
橘
樹
郡
高
津
村
二

子
の

大
貫
家
に

育
ち
、

一

九
〇
一

（
明
治
三
十
四

）
年
に

溝
ノ

口

の

尋
常
高
等
第

一

高
津
小
学
校
を
卒
業
、

翌
年
か
ら
跡
見
女
学
校
に

通
っ

て
い

た
。

や
が
て

岡
本
一

平
と
結
婚
、

平
塚
ら
い

て

う
ら
の

『
青
踏
』
に
参
加
し
、

強
烈

な
自
我
愛
の

文
学
を
展
開
さ
せ
て
い

っ

た
。

こ

う
し
て

明
治
末
期
と
も
な
る
と
、

国
家
が
女
性
を
「
軍
国
の

女
」
と
し
て

社
会
に
よ
り
ひ

き
出
そ
う
と
し
、

底
辺
の

社
会
生
活
に

あ
え
い

で
い

た

女
子
労
働
者
な
ど
の

抵
抗
の

芽
も
育
ち
は
じ
め
、

自
我
に

基
づ
き
家
か
ら
の

自
立
を
め
ざ
す
動
き
が
始
ま
っ

て
い

た
。

大
正
期
は
、

ま
ず
も
っ

て

女

性
の

職
業
的
進
出
と
女
性
解
放
運
動
の

時
代
で

あ
り
、

そ
れ
に

対
応
し
て

国
家
が
地
域
婦
人
会
等
を
通
じ
て

本
格
的
に

女
性
の

掌
握
に

乗
り
だ
す
時

代
で

も
あ
っ

た
。

そ
の

よ
う
な
な
か
で
、

も
と
よ
り
平
坦
な
道
で

は
な
か
っ

た
と
は
い

え
、

女
性
の

社
会
生
活
は
よ
り
多
様
に

広
が
り
つ

づ
け
て
い

く
。

第
四
節
　
明
治
の

文
化

一

　
明
治
後
期
の

新
聞

『
横
浜
貿
易
新
聞
』
幕
末
の

横
浜
で
は
、

わ
が
国
に
お
け
る
最
初
の

本
格
的
な
新
聞
と
し

て
、

ジ
ョ

セ

フ
・

ヒ

コ

の

『
海
外
新
聞
』
が

発
行
さ

れ
、

明
治
の

世
に

な
っ

て

は
最
初
の

日
刊
紙
と
し
て

『
横
浜
毎
日
新
聞
』
が

発
行
さ
れ
た
。

し
か
し
『
横
浜
毎
日

』
も
、

一
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八
七
九
（
明
治
十
二

）
年
十
一

月
に

は
本
社
を
東
京
に

移
し
、

紙
名
も
『
東
京
横
浜
毎
日

』
と
改
め
る
。

こ

の

と
き
以
来
、

横
浜
に

は
有
力
な
新
聞
が

な
く
な
っ

た
。

新
聞
の

空
白
期
は
十
二

年
も
つ

づ
く
。

一

七
七
九
（
明
治
二

十
二

）
年
に

は
帝
国
憲
法
が

発
行
さ
れ
、

翌
一

八
九
〇
（
明
治
二

十
三
年
）
年
に

は

第
一

回
の

総
選
挙
が

実
施
さ
れ
て
、

帝
国

議
会
が

開
会
さ
れ
る
運
び
と
な
っ

た
。

折
り
か
ら
横
浜
で

は
市
制
が

施
行
さ
れ
て
、

市
議
会
議
員
の

選
挙
も
行
わ
れ
、

商
況
の

発
展
に
と
も
な
っ

て

横
浜
貿
易
商
組
合
が
設
立
さ
れ
て
い

る
。

こ

う
し
た
機
運
の

も
と
に
、

貿
易
商
組
合
の

機
関
紙
と
し
て
、

一

八
九
〇
（
明
治
二

十
三
年
）
年
二
月
一

日

に

創
刊
さ
れ
た
の
が
『
横
浜
貿
易
新
聞
』
で

あ
っ

た
。

横
浜
貿
易
新
聞
社
は
、

本
社
を
横
浜
市
南
仲
通
四
丁
目
に

置
き
、

支
局
を
東
京
の

京
橋
に

設
け
た
。

し
か
し
創
刊
か
ら
三
か

月
間
、

新
聞
は
東
京

で

印
刷
、

発
行
さ

れ
た
。

そ
の

体
裁
は
菊
判
（
雑
誌
の

大
き
さ

）、
三
段

組
み
、

十
二
㌻
で
、

貿
易
商
の

〝

官
報
〞

と
な
る
こ

と
を
目
標
に

し
た

か
ら
、

体
裁
も
「
官
報
」
を
模
し
た
わ
け
で

あ
る
。

内
容
は
、

実
業
紙

ら
し
く
、

紙
面
の

大
部
分
を
生
糸
・

絹
織
物
・

茶
・

海
産
物
な
ど
の

〝

商
況
〞

に

あ
て

た
。

貿
易
商
は
、

数
十
部
を
ま
と
め
て

購
入
し
、

国
内

の

取
引
先
に

送
っ

た
と
い

う
。

そ
の

創
刊
号
が
一

九
六
七
（
昭
和
四
十
二
年
）
年
八
月
、

岐
阜
県
高
山

市
の

郷
土
館
で

発
見
さ
れ
た
。

た
だ
し
第
一

面
か
ら
第
四
面
ま
で

を
欠

い

て
い

る
。

高
山
で
は
早
く
か
ら
蚕
糸
業
が
発
達
し
て
い

た
か
ら
、

取

引
の

関
係
で

『
横
浜
貿
易
』
が
送
り
つ

け
ら
れ
、

創
刊
号
が
偶
然
に

残

横浜貿易新聞第1号第1面（明治23年2月1日付）
　国立国会図書館蔵
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っ

た
も
の
で

あ
ろ
う
。

な
お
一

九
一

六
（
大
正
五

）
年
四
月
、

同
紙
の

あ
と
を
受
け
た
『
横
浜
貿
易
新
報
』
が
、

創
刊
二
十
五
周
年
記
念
号
を
発
行
す

る
に

当
た
っ

て
、

創
刊
号
の

第
一

面
を
縮
小
し
て

掲
載
し
て
い

る
。

こ

れ
に
よ
っ

て

紙
面
の

内
容
を
知
る
こ

と
が
で

き
よ
う
。

五
月
一

日
に

は
発
行
元
も
横
浜
に

移
さ
れ
、

紙
幅
も
ひ

ろ
げ
ら
れ
て
、

四
段
組
み
と
な
っ

た
。

さ
ら
に

七
月
一

日
か
ら
は
紙
面
の

大
改
良
を
行

っ

て
、

大
き
さ
も
一

般
の

新
聞
紙
大
、

六
段
組
み
、

四
㌻
建
て

と
な
る
。

い

ま
や
『
貿
易
』
は
、

着
実
な
主
張
と
正
確
な
記
事
を
標
榜
し
、

政
治
上

は
中
正
の
立
場
を
と
っ

て
、

神
奈
川
県
下
の

有
力
紙
と
し
て

の

地
位
を
築
い

た
の
で

あ
っ

た
。

も
っ

と
も
明
治
二

十
年
代
の

な
か
ば
過
ぎ
、

『
横
浜
貿
易
』
も
一

、

二

年
休
刊
し
て
い

る
。

横
浜
市
の

瓦
斯
局
事
件
に

関
連
し
て
、

財
産
共
有
問

題
に

関
す
る
紛
争
が
起
こ
っ

た
。

こ

れ
に

新
聞
社
の

幹
部
が
巻
き
こ

ま
れ
た
た
め
の

休
刊
で

あ
っ

た
。

い

つ

か
ら
休
刊
し
た
の

か
、

月
日
は
明
ら
か

で

な
い
。

復
刊
は
一

八
九
四
（
明
治
二
十
七

）
年
八
月
十
五
日
で
あ
っ

た
。

同
時
に

新
聞
社
は
貿
易
商
組
合
と
の

関
係
を
絶
ち
、

独
立
経
営
と

な
っ

た
。

こ

れ
よ
り
『
横
浜
貿
易
』
は
再
び
横
浜
に
お

け
る
唯
一

の

日
刊
実
業
新
聞
と
し
て
、

順
調
な
成
長
を
つ

づ

け
る
。

一

九
〇
三
（
明
治
三
十
六

）

年
九
月
に

は
、

本
社
を
南
仲
通
か
ら
尾
上
町
五
丁
目
に

移
し
た
。

新
聞
合
同
と

『
貿
易
新
報
』
一

九
〇
四
（
明
治
三
十
七

）
年
『
横
浜
貿
易
』
は
新
し
い

転
機
を
迎
え
る
。

こ

の

年
の

五
月
、

入
社
し
て
経
営
を
主
宰
し
た
の

が
、

富
田
源
太
郎
で

あ
っ

た
。

富
田
は
東
京
の

出
身
で

あ
る
が
、

一

八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
に

横
浜
商
業
学
校
（Y

校
）
の

第
一

回
生

と
し
て

卒
業
、

創
刊
当
時
の

『
横
浜
貿
易
』
に

入
社
し
、

商
況
を
担
当
し
た
。

そ
の

後
、

同
社
を
去
っ

て
い

た
が
、

再
び
入
社
し
て

社
長
に

就
任
し

た
も
の
で

あ
る
。

富
田
は
才
幹
あ
ふ
れ
る
人
物
で

あ
っ

た
。

社
長
と
な
っ

て
、

ま
ず
断
行
し
た
の

が
、

紙
面
の

刷
新
で

あ
る
。

六
段
四
㌻
で

あ
っ

た
紙
面
を
、

七
段

六
㌻
に

変
更
し
た
。

六
月
一

日
か
ら
は
、

東
京
の

諸
新
聞
に

な
ら
っ

て
、

赤
い

紙
へ

の

印
刷
も
行
い
、

ぐ
ん
ぐ
ん
と
紙
数
を
伸
ば
し
て
い

っ

た
。

つ

ぎ
に

富
田
の

考
え
た
こ

と
は
、

実
業
新
聞
か
ら
一

般
新
聞
へ

の

飛
躍
で

あ
っ

た
。
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